












別紙様式　　地方創生に資すると考えられる政府関係機関の地方移転に係る提案

岡山県

津山市

④　誘致先の予定地
候補地１：
　津山市上田邑地内
　　交通アクセス等：
　　　JR津山駅から約８㎞、JR院庄駅から約５㎞、
　　　JR岡山駅から約60㎞、岡山空港から約55㎞、
　　　中国自動車道院庄ＩＣから約３㎞
　　面積等：　市産業流通用地（２か所）
　　　　　　　　27,241㎡または55,888㎡
候補地２：
　津山市久米川南地内
　　交通アクセス：
　　　JR津山駅から約11㎞、JR院庄駅から約８㎞、
　　　JR岡山駅から約55㎞、岡山空港から約55㎞、
　　　中国自動車道院庄ＩＣから約４㎞
　　面積等：　山林
　　　　　　　　10,000㎡(うち5,000㎡程度の平地あり)
候補地３：
　津山市金井地内
　　交通アクセス：
　　　JR津山駅から約７㎞、JR東津山駅から約４㎞、
　　　JR岡山駅から約55㎞、岡山空港から約55㎞、
　　　中国自動車道津山ＩＣから約４㎞
　　面積等：　市工業団地内市有地　175,400㎡

※住所、面積、交通アクセス等当該予定地の現況を記載

⑤　誘致の必要性・効果
ア　本県では「教育県岡山の復活」に向け取り組んでおり、策定中の「お
かやま創生総合戦略」においても「魅力ある教育環境の整備」を掲げて
いる。本県は通常学級における特別な支援を必要とする児童生徒の割
合が大幅に増加しており、その対応が一層必要となっている。当該機関
を誘致し、国・県・市と連携した取組を行うことは「魅力ある教育環境の
整備」の実現に大きな意味を持つものである。
　また、当該研究所が立地すれば、県教育研究機関や特別支援学校を
はじめ、高次脳機能障害支援等に取り組む旭川荘や川崎医科大学附
属病院など県内の関係機関等との連携により、特別支援教育の一層の
進展が期待できる。

イ　本県は、瀬戸大橋をはじめ縦横に伸びる高速道路網、山陽新幹線
をはじめJR岡山駅で８路線が交わる鉄道網、3,000m滑走路を有する岡
山空港など、全国でも有数の交通基盤が充実した地域であり、西日本
の広域高速交通網の結節点となっており、津山市は中国自動車道が
通っており関西圏とのアクセスもよい。
　また、地震等の自然災害リスクが低く、温暖な気候に恵まれた「晴れ
の国」であるため、政府関係機関の機能維持、リスク分散に適しており、
特別支援教育の西日本の拠点になり得るものと考えている。
　さらに、本県研究・研修機関や大学をはじめ、平成25年度から設置し
ている「津山市特別支援教育推進センター」や、先進的な特別支援教育
を行っている誕生寺支援学校等の各機関と連携し、研究することで、特
別支援教育の充実が図られる。

※以下のア、イの内容について必ず記載

ア　地方版総合戦略の重要な要素であること
   当該地方公共団体の総合戦略の重要な要素と、誘致する機
関の業務・機能とが密接に関連し、総合戦略の目標達成にとっ
て当該機関の移転が重要な要因となるものであること。また、
例えば研究機関の移転であれば、特定分野の産学官の研究
集積又は当該分野の関係産業の集積がなされている等、現状
において一定の強みを持つものであること。（併せて地方版総
合戦略の案の該当部分を参考資料として添付）

イ　国の機関としての機能確保
　　当該機関が現在地から当該道府県に移転することにより、
国の機関としての機能が確保でき、運用いかんによってはむし
ろ向上することが期待できること。（例えば、移転により当該道
府県以外の道府県の利便性が悪化し、国全体としての機能が
低下しないか、移転により現在機能が集積していることの強
み・メリットを損なうことにならないか等の問題点があったとして
も、それを上回るだけの移転のメリットがあるか、など。）

⑥　誘致のための条件整備の案
ア　移転候補用地について、津山市では、上記の移転候補地の他、市
有遊休地及市有施設も検討しており、遊休施設については無償での使
用を可能とするなど最大限の協力を考えている。

イ　津山市内の優良賃貸住宅や空き家物件を活用し、津山市があっせ
んを行うなど住居確保に対応する。また、官舎整備を行う場合には市有
地の提供など津山市においてできる限りの支援を考えている。

① 道府県等の提案団体の名称

② 関係市町村の名称

③　誘致を希望する政府関係機関の名称
国立特別支援教育総合研究所

※まとまりのある一部分の組織・機能の移転や地方拠点の設
置を希望する場合はそのことが明確に分かるよう記載

※少なくとも、以下のことについて、誘致自治体による協力の
あり方を含めた条件整備の案を示してください。

ア　施設の確保等
　移転先の施設の確保・設置のための具体的な条件整備の案
を示すこと。

イ　職員の居住環境確保への協力



職　名　・　氏　名 政策推進課長　　市川　智秀
電話番号（直通） 086-226-7402
電子メールアドレス tomohide_ichikawa@pref.okayama.lg.jp

職　名　・　氏　名 参事　　藤森　裕
電話番号（直通） 086-226-7402
電子メールアドレス yutaka_fujimori@pref.okayama.lg.jp

⑨　道府県等の提案団体の担当課長

⑩　道府県等の提案団体の担当者　

　職員の居住環境の確保について、国又は独立行政法人等に
協力すること。

⑦　その他誘致に当たり解決すべき
　　課題への対応策の案 　誘致に当たり、現時点では解決すべき課題は特にはないが、県・津山

市ともにできる限りの協力を行いたいと考えている。※上記の他、当該施設の誘致の提案にあたって、解決すべき
と考えられる論点とそれへの対応策を記述

⑧　関係する市町村の意見等

　津山市では、政府関係機関の機能強化や災害リスクへの対応などに
加え、研究成果の地方への波及など、大きな効果があることから、誘致
を強く希望している。
　したがって、施設の立地にあたっては、現在の移転候補地に加え、民
有地も含めた他の適地が考えられる場合の用地取得、施設整備など、
あらゆる事項に弾力的かつ最大限の協力を行うこととする。

※当該誘致について、関係する市町村の意見等を記述











































別紙様式　　地方創生に資すると考えられる政府関係機関の地方移転に係る提案

岡山県

真庭市

① 道府県等の提案団体の名称

② 関係市町村の名称

③　誘致を希望する政府関係機関の名称
森林技術総合研修所（林業機械化センター含む）※まとまりのある一部分の組織・機能の移転や地方拠点の設

置を希望する場合はそのことが明確に分かるよう記載

④　誘致先の予定地
・移転候補地（研修所）
　　真庭市湯原地区、蒜山地区　市や民間所有の施設（宿泊機能付）を検討
　交通アクセス等：
　　岡山空港、米子空港まで約70㎞、
　　JR姫新線中国勝山駅まで約20㎞、JR岡山駅まで約90㎞
　　市内に高速道路ICが５カ所有（市各主要地域まで約30分程度で移動可能）
・移転候補地（現地研修）※真庭市公有林図位置図参照
　　同地区の３箇所の市有林を中心とした森林(約1,750ha)
・その他
　　移転候補地付近の交通網が乏しいため、国等が所有するバスで補完する必
要がある。

※住所、面積、交通アクセス等当該予定地の現況を記載

⑤　誘致の必要性・効果
ア　本県で策定中の「おかやま創生総合戦略」において、農林水産業の成長産業
化として、「力強い担い手の育成」と「県産材の需要拡大と林業の収益性向上対
策の推進」を位置づけており、当該機関は県内の担い手育成と収益性の向上を
図る上で波及効果が高いと考えている。
　さらに、 移転候補地の真庭市においても、策定中の「真庭市まち・ひと・しごと創
生総合戦略」に位置づけられている「しごとの創生」と「ひとの創生」という観点か
ら、真庭市の基幹産業である林業・木材産業に関連した森林技術総合研修所の
移転先として希望している。
①森林・林業・木材産業の多様性
　真庭市は、林野率が約79％、民有林の人工林率が約58％と豊富な森林資源を
有しており、そのうち人工林は、日本林業における代表的な樹種であるヒノキ・ス
ギにより構成されている。
　また、真庭市を含む美作地域は、林業・木材産業が基幹産業であり、森林整備
を行う森林組合等の林業事業体、製材工場・集成材工場等の木材加工業者、原
木や製品市場等の木材流通業者など、林業・木材産業に関わる事業体が多く存
在する、西日本でも有数の木材集積地となっている。
（真庭市においては、素材生産業者約20事業所、製材所約30社、原木市場３カ
所、製品市場１市場ある。特に素材生産を行う林業事業体には、年齢40代の若
手社員が多く、最新鋭の高性能林業機械を導入し低コスト施業に取り組んでい
る。）
　さらに、今年度は、住友林業（株）と委託契約により、約5,700haのモデル地区を
設定し、森林ICTプラットフォーム（森林GIS）の活用、精度の高い森林の資源量等
を把握した上で森林のゾーニングを実施し、持続可能な伐採計画と路網計画、さ
らに獣害対策などを盛り込んだ「森林・林業マスタープラン」を策定するとともに、
日本の新しい森林経営モデルの確立を目指して、架線系高性能林業機械(タワー
ヤーダ)による低コスト伐出作業の実証にも取り組んでいる。
②新しい木材需要の創出
　真庭市内の製材工場は、早くから乾燥技術の実用化に取り組んでおり、従来か
ら建築用構造材（柱、梁、桁）を中心とした優良材を多く扱ってきている。
　また、森林から産出される未利用間伐材や製材から発生するチップ・バーク・オ
ガ粉等を活用したバイオマス発電所（１万Kw/h）が稼働し、国内初のＣＬＴ製造工
場が今年度中に完成予定、建築物としてはＣＬＴ工法の共同住宅を３棟完成さ
せ、今年度は在来軸組工法と組み合わせたハイブリッド建築物も予定しているな
ど、新しい木材利用の取組が着実に進められている。
③移転による地域のメリット・効果
　研修カリキュラムが地域に開放されることで、真庭市内の林業事業体が既存の
研修に参加したり、自身の研修に施設を活用することが可能となり、技術習得や
安全教育等、林業従事者の教育に対して大きな支援となる。
  また、地域に根ざした人材を育成・確保することによる就業人口の増加や、林業
振興による経済効果など、地方創生に資する取組みになる。
　さらに、森林・林業や防災・環境等、様々な分野の専門知識や専門技術を有す
る講師陣と、地域の林業関係者や団体、関連企業等が交流・連携することによ
り、地域の活性化が期待できる。

※以下のア、イの内容について必ず記載

ア　地方版総合戦略の重要な要素であること
   当該地方公共団体の総合戦略の重要な要素と、誘致する機
関の業務・機能とが密接に関連し、総合戦略の目標達成にとっ
て当該機関の移転が重要な要因となるものであること。また、
例えば研究機関の移転であれば、特定分野の産学官の研究
集積又は当該分野の関係産業の集積がなされている等、現状
において一定の強みを持つものであること。（併せて地方版総
合戦略の案の該当部分を参考資料として添付）



職　名　・　氏　名 政策推進課長　　市川　智秀
電話番号（直通） 086-226-7402
電子メールアドレス tomohide_ichikawa@pref.okayama.lg.jp

職　名　・　氏　名 参事　　藤森　裕
電話番号（直通） 086-226-7402
電子メールアドレス yutaka_fujimori@pref.okayama.lg.jp

⑨　道府県等の提案団体の担当課長

⑩　道府県等の提案団体の担当者　

⑦　その他誘致に当たり解決すべき
  課題への対応策の案 　真庭市において、現在の森林技術総合研修所を視察し、施設・設備については

同等以上の施設の整備を考えており、本県としてもアドバイスや情報提供など可
能な限り支援を行うこととしている。

※上記の他、当該施設の誘致の提案にあたって、解決すべき
と考えられる論点とそれへの対応策を記述

⑧　関係する市町村の意見等

真庭市は、上記政府関係機関の誘致を希望しており、施設の立地に当たっては、
①施設整備、②周辺環境整備、③職員の居住環境確保、④研修フィールドの確
保、⑤地元関係者の協力体制の構築　など、積極的に協力したいと考えている。

※当該誘致について、関係する市町村の意見等を記述

⑥　誘致のための条件整備の案
ア　真庭市では施設の移転候補地をリストアップ中であり、真庭市所有施設の提
供、または、必要に応じ民間施設の賃借など、全面的に協力することとしている。
さらに、民間施設の場合の活用に係る調整及び周辺環境（道路等）整備の検討、
又は市有施設の場合の事前点検、最低限の補強修繕等を検討している。

イ　真庭市において、移住者への支援制度の活用して、住宅を確保するほか、住
環境、生活関連施設等の情報提供として、公営住宅や民間住宅のストック（空き
家バンクの充実）、提供体制を整備する。また、通勤ストレスにならないよう極力
近接する所等、可能な限り希望に沿えるよう協力することとしている。

※少なくとも、以下のことについて、誘致自治体による協力の
あり方を含めた条件整備の案を示してください。

ア　施設の確保等
　移転先の施設の確保・設置のための具体的な条件整備の案
を示すこと。

イ　職員の居住環境確保への協力
　職員の居住環境の確保について、国又は独立行政法人等に
協力すること。

イ　国の機関としての機能確保

イ　本県は、地震等の自然災害リスクが低く、温暖な気候に恵まれた「晴れの国」
であるため、政府関係機関の機能維持、リスク分散に適している。
　また、瀬戸大橋をはじめ縦横に伸びる高速道路網、山陽新幹線をはじめJR岡
山駅で８路線が交わる鉄道網、国内外５路線・東京１日12往復と利便性に優れる
岡山空港など、全国でも有数の交通基盤が充実した地域であり、西日本の広域
高速交通網の結節点となっている。
①関係機関との連携等
　当該機関の移転により、当該機関と地域の林業事業体、木材加工業者など多く
の関係機関との協力・連携が考えられる。さらに、本県の試験研究機関である森
林研究所(木材加工研究室)ともカリキュラムの面で連携することにより、林業の技
術習得だけでなく、川中・川下分野を含んだ、林業の成長産業化に資する先進的
な取組みを学ぶことが可能となる。
　また、中山間地域の多くの課題を解決しながら、地域全体で森林を活かし地方
創生に向かっているという場を体感することや、森林ＧＩＳを活用した先進的な森
林管理手法（関係者間で「真庭モデル」と呼ばれている）の導入過程、ＣＬＴ等の
最新の木材製品の開発や販路開拓などを題材として、より幅広い知識や技術を
習得できる研修メニユーの作成が可能である。
②多様な研修内容
　新しい時代の林業に従事する人材には、木材市場（マーケット）の動向を理解し
た上で、森林施業に取組むことが求められるが、真庭市には、原木市場、製材工
場、CLT工場、木質バイオマス発電所等、様々な木材需要者が存在するため、建
築用材から木質燃料まで、木材が多段階で利用（カスケード利用）される現場を
実際に間近で見ながら、研修を行うことが出来る。
　また、1万ヘクタールを超える市有林があり、この広大なフィールドの中で様々な
実験的施業の実習を行うことができる。特に緩傾斜・急傾斜等、様々な地形条件
が存在しながら、路網密度も比較的高いため、育林・伐出の両面で、短伐期循環
型施業や長伐期優良林施業など、様々な研修を実施することが可能である。
　これらは、林業機械化センターについても十分な研修フィールドが確保できるこ
とを意味し、現在２か所に分散する当該施設の統合により、研修だけでなく組織
運営の利便性・効率性の向上が見込まれる。
③多様な気候による様々な研修内容が可能
　南北に60㎞と広大な面積を有している真庭市では多様な気候環境にも恵まれ
ており、気候条件に応じて様々な研修を実施することが可能と考えられる。

　　当該機関が現在地から当該道府県に移転することにより、
国の機関としての機能が確保でき、運用いかんによってはむし
ろ向上することが期待できること。（例えば、移転により当該道
府県以外の道府県の利便性が悪化し、国全体としての機能が
低下しないか、移転により現在機能が集積していることの強
み・メリットを損なうことにならないか等の問題点があったとして
も、それを上回るだけの移転のメリットがあるか、など。）
























